
基本目標②：福祉・生活 

施策５：生活困窮者等への支援の充実 

施策目標 

 
生活から就労まで包括的に対応できる相談支援体制が充実し、すべての人が安心して自立した生活を送っています。 

現状・課題 

 高齢化の進行や非正規雇用の増加、ひとり親家庭の増加などを背景に、生活困窮者は増加傾向にあります。また、住まい、

福祉、介護、保健医療、就労、教育に関する課題や、ひきこもり等の地域社会からの孤立に関する課題など、個人や世帯が抱え

る課題は複合化・複雑化しています。 

これらの課題に個々に対応するのではなく、相互関係を把握し、一体的に解決するため、相談者の把握から生活再建まで途

切れのない包括的な相談支援体制を充実させ、関係機関との連携強化を一層図る必要があります。併せて、適切な相談機関

に結び付かず、課題がより深刻化することのないよう、相談しやすい身近な相談窓口の拠点整備やアウトリーチ型の相談支援の強

化充実を進める必要があります。 

住まいについては、市民ニーズに沿った市営住宅の整備や、空き家等の活用により、生活困窮者の自立支援に適した住宅を確

保することが課題となっています。 

就労支援については、就職しても定着が困難な人の定着支援や、ひきこもり等すぐに社会参加するのが難しい人が徐々に社会

参加する場の確保が課題となっています。個々の状況や能力に応じて安心して働き続けられるよう、関係機関や事業者と連携し

継続して支援していくことが必要です。また、一人ひとりの意思や能力、個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を可能とする事

業者の理解が重要となります。 

また、生活保護については、最後のセーフティネットとして関係課等と連携し、保護を必要とする人への支援体制を強化すると共

に、受給者の抱える様々な課題に応じた対応を図り、自立にむけた支援を行います。 

これらの課題を踏まえ、断らない相談体制を構築すると共に、「支える側」と「支えられる側」に分かれるのではなく、だれもが役割

を持って暮らせる地域づくりが求められます。 

■野洲市における生活困窮者等への支援の連携図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組方針 主な取組 

 ① それぞれの状況に応じた自立への支援 

包括的な相談支援体制の充実や就職・就労定着への支援、多様な働き方の選択が可能となる地域づくり、地域や関係機関

との連携強化を進めることで、生活困窮者等の自立支援を図ります。 

自立相談支援事業、家計改善支援事業、学習支援事業の生活困窮者自立支援制度に基づく事業の実

施、市営住宅の整備等の住まいの確保、就労準備や定着への協力事業者の確保、生活保護制度の適正運

用、等 

➁ 断らない相談体制づくり 

 生活困窮者等の相談を取りこぼすことなく包括的に受け止めるため、地域における身近な相談窓口の体制整備を図

ります。 

多機関の協働による包括的支援体制の強化、等 

指標 関連する主な市の計画 

 
指標 現状値 

目標値 

（5年後） 

（指標のそのものや現状値、目標値等の解説） 

➂「地域共生社会」の実現に向けた包括的支援体

制の整備のための重層的支援体制整備事業を踏

まえ相談のオンライン化を推進し実施します。 

■地域福祉計画 

■住生活基本計画 

■生活困窮者等を対象とした就労支援事業計画 ① 生活困窮者支援事業において支援プランを策定した数 314件 350件 

② 支援プラン策定の内改善が見られたケースの割合 80％ 80％ 

③ 包括的な相談窓口の設置 1 か所 4 か所  

医療
野洲病院

精神科病院、総合病院、
診療所、救急

地域
民生委員・児童委員
人権擁護推進員
自治会

消防・警察

市役所

司法関係
弁護士会、
司法書士会

保健機関
草津保健所

ひきこもりセンター

職能団体
社会保険労務士会、税理士会
医師会、歯科医師会、薬剤師会、
介護支援専門員連絡協議会、
精神保健福祉士会等

高齢者支援機関
居宅介護支援事業所
介護保険施設

企業・労働関係機関
商工会、ハローワーク

民間団体
反貧困ネットワーク滋賀・びわ湖

あおぞら会
野洲市精神障がい者患者
家族会たんぽぽの会、

野洲断酒会、自死遺族の会

福祉機関
社会福祉協議会、児童相談所、
障害福祉サービス事業所

教育機関
幼稚園・保育園

小学校・中学校・高等学校、
大学等

滋賀県
滋賀県自殺対策
推進センター

野洲市
生活困窮者等への支援

の連携図
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